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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成31年1月31日(2019.1.31)

【公表番号】特表2018-500308(P2018-500308A)
【公表日】平成30年1月11日(2018.1.11)
【年通号数】公開・登録公報2018-001
【出願番号】特願2017-531268(P2017-531268)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  51/41     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  59/265    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/194    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   7/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ   51/41     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   59/265    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/194    　　　　
   Ａ６１Ｐ    7/08     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月12日(2018.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＢＥＴ比表面積が１４平方メートル／ｇ未満であり、固有溶解速度が約０．１～１．５
ｍｇ／ｃｍ２／分であるクエン酸第二鉄を調製するための方法であって、
　ａ）アルカリ金属炭酸塩を、２５～３０℃の塩化第二鉄の水溶液に加え、
　ｂ）６．８～８．５の範囲のｐＨにおいて固体の水酸化第二鉄を単離し、
　ｃ）水酸化第二鉄をクエン酸一水和物の水溶液に加えて、８０～１２０℃で加熱し、
　ｄ）水の体積を６０％～３０％になるまで減らし、続いてこれを２５～３０℃の水混和
性有機溶媒に加えることにより又は水混和性有機溶媒をこれに加えることにより、クエン
酸第二鉄を析出させる、方法。
【請求項２】
　前記アルカリ金属炭酸塩が、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウムなどから
選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記水混和性有機溶媒が、プロトン性溶媒又は非プロトン性溶媒である、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記プロトン性溶媒が、メタノール、エタノール、及びイソプロピルアルコールなどの
アルコールである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記非プロトン性溶媒が、アセトン、２－ブタノン、メチルｔｅｒｔ－ブチルケトンな
どのカルボニル化合物；ＴＨＦ、１，４－ジオキサンなどのエーテル；ジメチルホルムア
ミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド；ジメチルスルホキシド、アセトニトリルなど
の他の溶媒である、請求項３に記載の方法。
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【請求項６】
　ＢＥＴ比表面積が１４平方メートル／ｇ未満であるクエン酸第二鉄を調製するための方
法であって、
　ａ）任意の既知の方法によって調製された、ＢＥＴ比表面積が１４平方メートル／ｇを
超えるクエン酸第二鉄を、１容の水混和性有機溶媒中の１０％の水で処理し、
　ｂ）所望により均一にするためにさらに混合する、方法。
【請求項７】
　前記水混和性有機溶媒が、プロトン性溶媒又は非プロトン性溶媒である、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記プロトン性溶媒が、メタノール、エタノール、及びイソプロピルアルコールなどの
アルコールである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記非プロトン性溶媒が、アセトン、２－ブタノン、メチルｔｅｒｔ－ブチルケトンな
どのカルボニル化合物；ＴＨＦ、１，４－ジオキサンなどのエーテル；ジメチルホルムア
ミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド；ジメチルスルホキシド、アセトニトリルなど
の他の溶媒である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　クエン酸第二鉄のＢＥＴ比表面積を１４平方メートル／ｇ未満まで減少させるための方
法であって、
　ａ）任意の既知の方法によって調製されたＢＥＴ比表面積が１４平方メートル／ｇを超
えるクエン酸第二鉄を、１容の水混和性有機溶媒中の１０％の水で処理し、
　ｂ）所望により均一にするためにさらに混合する、方法。
【請求項１１】
　前記水混和性有機溶媒がプロトン性溶媒又は非プロトン性である、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記プロトン性溶媒が、メタノール、エタノール、及びイソプロピルアルコールなどの
アルコールである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記非プロトン性溶媒が、アセトン、２－ブタノン、メチルｔｅｒｔ－ブチルケトンな
どのカルボニル化合物；ＴＨＦ、１，４－ジオキサンなどのエーテル；ジメチルホルムア
ミド、ジメチルアセトアミドなどのアミド；ジメチルスルホキシド、アセトニトリルなど
の他の溶媒である、請求項１１に記載の方法。
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